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区分 種類 内容

一般財源 地方税 普通税 税の使途が特定されておらず、一般経費に充てるために課され
る税

目的税 税の使途があらかじめ定められており、特定の目的のために課
される税

特定財源 分担金・負担金 地方公共団体が行う特定の事業により特に利益を受けるもの
から、その事業に要する経費に充てるため受益の限度の範囲
で徴収するもの

使用料 行政財産の使用又は公共施設の利用につき、その反対給付
として徴収するもの

手数料 特定の者の提供する役務に対し、その対価として徴収するもの

寄附金 無償で金銭その他の財産を供与するもの。

財源の検討



種類 導入事例 継続性、受益負担、規模など

地方税 法定外税 法定外普通税 〇別荘等所有税
〇歴史と文化の環境税
〇宮島訪問税（入島税）

・継続的な確保が可能
・一般財源に充当されるため、目的税に比べて
特定の財政需要を満たすことが難しい

法定外目的税 〇宿泊税
〇環境未来税
〇環境協力税等

・継続的な確保が可能
・必要な財政需要の規模に応じて、財源確保の
ための制度設計が可能

法定税
（超過課税）

〇入湯税の超過課税 ・継続的な確保が可能
・法定目的税として、地方税法により税収を観
光振興に要する経費に充当可能
・課税対象が入湯者に限られるため、規模の確
保が難しい。

課税自主権を活用した自主財源の比較検討

財源の検討



法定外税の実施状況（総務省ホームページより）

財源の検討



No 検討事項

1 新たな財源として宿泊税を導入することは適切か

2 新たな財源（宿泊税）の使途は適切か

3 （法定外税を選択する場合）税収により安定的な財源確保につながるか

4 （法定外税を選択する場合）公平・中立・簡素など、税の原則に反するものではないか

5 （法定外税を選択する場合）納税義務者の理解をどのように図るべきか。

6 （法定外税を選択する場合）徴収方法、課税期間をどうするか。

７ （法定外税を選択する場合）徴収義務者の合意形成をどのように図るべきか

論点の整理


